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衆
議
院
議
員
宮
腰
光
寛
君
提
出
農
業
共
済
団
体
・
漁
業
保
険
団
体
の
政
治
的
中
立
の
確
保
に
つ
い
て
の
農
林
水
産
省
通
知
文

書
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
宮
腰
光
寛
君
提
出
農
業
共
済
団
体
・
漁
業
保
険
団
体
の
政
治
的
中
立
の
確
保
に
つ
い
て
の
農
林
水
産
省
通

知
文
書
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

農
業
共
済
団
体
の
役
員
は
、
農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
組
合
員
が
選

挙
又
は
選
任
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
漁
業
保
険
団
体
の
う
ち
漁
業
共
済
組
合
又
は
漁
業
共
済
組
合
連
合
会
の
役
員
は
漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
組
合
員
又
は
会
員
が
選
任
し
、
漁
業
保
険
団
体
の
う
ち
漁
船
保
険
組
合
又
は
漁

船
保
険
中
央
会
の
役
員
は
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
組
合
員
又
は
会
員

が
選
挙
又
は
選
任
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
団
体
の
役
員
に
つ
い
て
は
、
団
体
を
適
正
に
運
営
す
る
観
点
か
ら
、
団
体
構
成
員
自
ら
選
挙
又
は
選
任
を
行
っ
て

い
る
と
考
え
て
い
る
。

�
か
ら
�
ま
で
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
農
林
水
産
省
経
営
局
長
又
は
水
産
庁
長
官
名
で
発
出
さ
れ
た
通
知
の
趣
旨
は
、
農
業
共
済
団
体
及
び
漁
業
保
険

一



団
体
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
公
共
性
の
高
い
事
業
を
行
っ
て
い
る
団
体
で
あ
り
、
政
治
的
中
立
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
国
会
議
員
（
以
下
「
議
員
」
と
い
う
。
）
が
役
員
を
兼
職
す
る
等
特
定
の
組
織
、
政
党

等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
疑
念
を
国
民
か
ら
持
た
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

当
該
通
知
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
第
七
条
第
十
六
号
又
は
農
林
水

産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
経
営
局
又
は
水
産
庁
の
所
掌
事
務

に
関
す
る
行
政
指
導
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十
二
条

第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
当
該
通
知
の
内
容
は
、
相
手
方
の
任
意
の
協
力
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。

�
に
つ
い
て

農
業
共
済
団
体
及
び
漁
業
保
険
団
体
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
公
共
性
の
高
い
事
業
を
行
っ
て
い
る
団
体
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
れ
ば
、
そ
の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
は
重
要
で
あ
り
、
議
員
が
団
体
の
執
行
機
関
た
る
役
員
を
兼
職
し
て
い
る
と
い

う
事
実
を
も
っ
て
、
当
該
団
体
が
特
定
の
組
織
、
政
党
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
国
民
か
ら
持

た
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二



�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
農
業
共
済
団
体
及
び
漁
業
保
険
団
体
へ
の
通
知
の
発
出
の
通
例
に
合
わ
せ
て
、

農
林
水
産
大
臣
が
担
当
局
庁
の
長
に
対
し
て
通
知
の
発
出
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
通
知
は
、
行
政
指
導
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
農
業
共
済
団
体
及
び
漁
業
保
険
団
体
の
任
意
の
協
力
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
団
体
自
ら
の
意
思
で
の
自
主
的
行
為
を
縛
り
、
強
制
す
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な

い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


